
※　検査は、検査実施日（予告を行う検査の場合は検査実施の通知日、無予告で行う
　場合は立入検査着手日）より開始し、検査結果を通知した日をもって終了とする。

公認会計士・監査審査会の実施する検査の基本的な流れ

審査会における審議

検査モニター制度
＜立入検査期間＞

立入検査の終了
（認識の相違の有無の確認）

実態の把握
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審査会による検査命令

重要事項の説明*

検査予告 （注）

立入検査の着手

＊立入検査着手日までに実施

検査資料の徴求

検査対象先の認識の確認

検査事項確認手続

検査結果の通知 

意見申出制度
（検査事項確認手続が終わっ

た日から原則３日間）

（注）実効性ある実態把握の確保の観点
から必要と認める場合には、予告なく立
入検査を実施することができる。

①検査の権限及び目的
②検査の実施方法
③検査モニター制度の概
要
④意見申出制度の概要
⑤その他必要な事項

○原則既存資料等の活用
○検査対象先の負担等を
考慮

意見相違事項を
書面を利用し確認

書面により通知
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書面により確認

審査会が必要かつ適当
であると認めるとき


